
九州農政局西諸農業水利事業所交渉
（全農林労働組合九州地方本部宮崎ひむか分会）

議 事 要 旨

１． 開催日時：平成２２年２月１８日（木）１７：３０～１７：４０（１０分）

２． 場 所：九州農政局西諸農業水利事業所会議室

３． 出 席 者

西諸農業水利事業所 平林 詩朗（所 長）

同 横山 光一（庶務課長）

全農林労働組合九州地方本部宮崎ひむか分会 伊藤 英光 副委員長

同 廣松 永之介 執行委員

４． 議 題：超過勤務縮減対策について

５． 議事概要

○横山庶務課長

只今から、０９全農林宮崎ひむか要求第２号に基づく交渉を始めます。
まず、交渉に先立ち国公法第１０８条の規定に基づく予備交渉を２月９日行ったところで

あります。

宮崎ひむか分会から提出された要求事項が「新たな労使関係の構築に関する基本方
針」Ⅱの１の（３）に定められた要件を満たし、交渉対象とする事項は、要求書のⅢの１とし

ます。その他の事項については、西諸農業水利事業所の権限外事項や、また、管理運営

事項に該当するということで整理したことを前提に交渉を行います。

○伊藤副委員長

要求事項につきましては、私たちが安心して働き続きられる職場を目指して、職場の労

働条件の点検を行い取りまとめたものであります。

当事業所における超過勤務の状況は、平成２１年４月１日から平成２２年２月１７日まで
の実績ですが、組合員３９名の内、一月３１時間以上の超勤を経験したことがある職員は

３３名で８５％、４５時間以上は２４名で６２％、８１時間以上は１０名で２６％となっており、３

１時間未満はわずか６名で１５％という状況になっています。
このような状況の中で、実効ある超勤縮減対策を図るよう要求します。



○平林所長
超過勤務の問題につきましては、１月の全体会議でも話しましたが、事業所の業務量が

膨大になるとともに困難な課題が増大し、超過勤務が大変多くなっている状況があり、超

過勤務縮減が目下の最大の課題であると認識しています。

これまで、超過勤務縮減対策推進委員会を６回開催し、その中で超勤実績と今後の見
込みを考慮した対策の検討、対策の効果の検証などを行っています。具体的には、現場

技術員の適切な配置、職員との話し合いなどを行ってきました。さらに、下半期におきまし

ては、水曜日、金曜日の定時退庁を徹底する取組を始めました。これは、一定の効果が見
られています。

それに加えて、第４四半期は、工事の変更業務、来年度工事の準備等で超過勤務が増

える面がありますので、課毎に超勤縮減の目標を設定して取り組んでいるところです。

今後も超勤縮減に真剣に取り組んでいきたいと思っています。

○伊藤副委員長

昨年１２月２５日に閣議決定された、予算、組織・定員改正案では、公共事業費が大幅

に削減されることになりました。とりわけ農業土木における農業農村整備事業や関連予算
が大きく削られ、前年対比６５％の削減となりました。

事業費の大幅な削減により、事業・業務の見直しを迫られ、工期の遅れや、発注計画の

変更、設計書の組み換え、地元との調整作業による業務量の増大を心配しています。
非常勤職員の確保もできないとなると、現場で働く組合員は超過勤務の増大により非常

に苦労することになります。また、会計検査、行政監察などへの対応など、待ったなしの事

態もあるわけですから、組合員は限界というところで働いているところです。

組合員は、国民への行政サ－ビスを低下させぬよう常に神経を使っており、労働条件の
急激な変化や新たな勤務評価の導入に戸惑いつつも一生懸命働いているわけでありま

す。

食料自給率の向上や安全性の確保、農林水産業の諸政策を実施するためには、中央、

地方が一体となった業務運営が重要となっています。
所長は各管理職を指導する立場として、各管理職に対して何でも言える職場の雰囲気

作り、風通しのよい職場になるように目配り気配りを行うように指導を行って頂きたい。

以上申し上げまして本日の交渉を終了したい。




